
 

兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特

例に関する規則 

平成２３年６月１８日 

規則第６号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１

１１条及び兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年兵

庫県後期高齢者医療広域連合条例第２５号。以下「条例」という。）第２０条第１項第

５号の規定に基づき、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する

法律（平成２３年法律第４０号。以下「災害特別法」という。）第２条第１項に規定す

る東日本大震災（以下「東日本大震災」という。）の被災者に対し兵庫県後期高齢者医

療広域連合が行う後期高齢者医療保険料の減免の特例措置に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（保険料の減免） 

第２条 広域連合長が次の各号のいずれかに該当するに至った被保険者について条例第２

０条第１項第５号の規定により減免する場合の保険料の減免の額及び対象保険料につい

ては、別表に定めるところによる。 

(1) 平成２３年３月１１日に災害特別法第２条第３項に規定する特定被災区域（以下

「特定被災区域」という。）に住所を有していた者であって、東日本大震災による被

害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が居住する住宅に損

害を受けたもの 

(2) 平成２３年３月１１日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震

災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、

又は重篤な傷病を負ったもの 

(3) 平成２３年３月１１日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震

災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が

不明であるもの 

(4) 平成２３年３月１１日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震

災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が事業等

の廃止又は失業したもの 

(5) 平成２３年３月１１日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震

災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収

入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが減少することが見込まれ、その

減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除して得た額）が平成２

２年の当該収入額の１０分の３以上であるもので、平成２２年の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並

びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）第７条第

１項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額（地方税法第３１４条の２

第１項各号及び第２項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額）の合計額



 

（以下「総所得金額等」という。）が１，０００万円以下であるもの（平成２２年の

総所得金額等から、減少することが見込まれる当該収入に係る平成２２年の所得金額

（２以上ある場合はその合計額）を控除して得た額が４００万円を超えるものを除

く。） 

(6) 平成２３年３月１１日に特定被災区域に住所を有していた者であり、その者の属す

る世帯の主たる生計維持者以外のものであって、東日本大震災による被害を受けたこ

とにより、その行方が不明であるもの又は重篤な傷病を負ったもの 

(7) 原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号。以下「原災法」とい

う。）第２０条第２項の規定による警戒区域及び計画的避難区域の設定に係る原子力

災害対策本部長の指示の対象となっていた者であって同項の規定による原子力災害対

策本部長の指示による帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域から東

日本大震災発生後に他市区町村に転出したもの 

(8) 原災法第２０条第２項の規定による旧避難指示区域等に係る原子力災害対策本部長

の指示があった区域及び指定が解除された特定避難勧奨地点（原災法第１７条第９項

の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後１年間の積算線

量が２０ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。）に居住

していた者（世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、減免の対象となる保

険料の属する年度の前年の高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令

第３１８号）第１８条第１項第２号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した

額が、６００万円を超える世帯の者（以下「上位所得層の者」という。）、第１０号

及び第１２号に掲げるものを除く。） 

(9) 原災法第２０条第２項の規定による旧居住制限区域等に係る原子力災害対策本部長

の指示があった区域に居住していた者 

(10) 平成２６年までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等に居住し

ていた者（上位所得層の者を除く。） 

(11) 令和４年度中及び令和５年４月１日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域

に居住していた上位所得層の者 

(12) 平成２７年中に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等に居住して

いた者（上位所得層の者を除く。） 

(13) 令和５年４月２日以降令和５年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域に

居住していた上位所得層の者 

(14) 前各号に準ずる者として広域連合長が認めるもの 

（重複適用の禁止） 

第３条 前条に規定する保険料の減免について複数の基準に該当する被保険者については、

その減免額が最も大きくなるものを適用する。 

２ 広域連合長は、前条各号のいずれかに該当する被保険者が同一の理由により兵庫県後

期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則（平成２０年兵庫県後期高齢者医療

広域連合規則第１号）第３９条に規定する保険料の減免に該当する場合には、重複して

適用せず、保険料の減免額が最も大きくなるものを適用する。 

（補則） 



 

第４条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、広域連合

長が定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２２年度分の保険料から適用する。 

   附 則（平成２４年７月５日規則第３号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成２４年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、平成２３年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２５年２月２８日規則第２号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成２５年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、平成２４年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２６年３月２４日規則第２号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成２６年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、平成２５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年３月１９日規則第３号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成２７年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、平成２６年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年３月２８日規則第５号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成２８年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、平成２７年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年３月３１日規則第３号） 



 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成２９年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、平成２８年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成３０年３月２９日規則第４号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成３０年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、平成２９年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成３１年３月２６日規則第２号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成３１年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、平成３０年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（令和２年３月２７日規則第２号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、令和２年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月２２日規則第４号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、令和３年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、令和２年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月１８日規則第５号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、令和４年度以後の年度分の保険料につ



 

いて適用し、令和３年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月３０日規則第６号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、令和５年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、令和４年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

附 則（令和６年３月２９日規則第４号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 



 

別表（第２条関係） 

区分 減免の額 対象保険料 

第２条第

１号に該

当する者 

対象保険料額にり災証明書に基づく次

の表の左欄に掲げる損害の程度の区分

に応じ、同表の右欄に掲げる減免割合

を乗じて得た金額 

損害の程度 減免割合 

全壊及び被災者生活再

建支援法（平成10年法

律第66号）第２条第２

号ハに規定する長期避

難世帯に属する者 

10／10 

半壊（大規模半壊を含

む。） 

５／10 

 

平成２２年度相当分の保険料額で

あって平成２３年３月１１日以降

に普通徴収の納期限が到来する額

並びに平成２３年度相当分及び平

成２４年度相当分の保険料額であ

って平成２４年４月分から９月分

までの月割算定額。ただし、長期

避難世帯の認定が平成２３年３月

１１日まで遡って取り消された区

域に住所を有していた者について

は、平成２２年度相当分の保険料

額であって平成２３年３月分の月

割算定額及び平成２３年度相当分

の保険料額であって平成２３年４

月分から８月分までの月割算定

額。なお、長期避難世帯の認定が

解除された区域に住所を有してい

た者については、当該認定の解除

後においても、引き続き、長期避

難世帯の区域に住所を有していた

者と同等の者として取り扱う。 

第２条第

２号に該

当する者 

保険料額に次の表に掲げる減免割合を

乗じて得た金額 

減免割合 

10／10 
 

平成２２年度相当分の保険料額で

あって平成２３年３月１１日以降

に普通徴収の納期限が到来する額

並びに平成２３年度相当分及び平

成２４年度相当分の保険料額であ

って平成２４年４月分から９月分

までの月割算定額 

第２条第

３号に該

当する者 

保険料額に次の表に掲げる減免割合を

乗じて得た金額 

減免割合 

10／10 
 

平成２２年度相当分の保険料額で

あって平成２３年３月１１日以降

に普通徴収の納期限が到来する額

並びに平成２３年度相当分及び平

成２４年度相当分の保険料額であ

って平成２４年４月分から９月分

までの月割算定額。ただし、平成

２４年９月３０日までの間におい



 

て、その行方が明らかとなった場

合は、明らかとなった日の属する

月の前月までの月割算定額 

第２条第

４号に該

当する者 

保険料額に次の表に掲げる減免割合を

乗じて得た金額 

減免割合 

10／10 
 

平成２２年度相当分の保険料額で

あって平成２３年３月１１日以降

に普通徴収の納期限が到来する額

並びに平成２３年度相当分及び平

成２４年度相当分の保険料額であ

って平成２４年４月分から９月分

までの月割算定額 

 

第２条第

５号に該

当する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の表の中欄により算出した対象保険

料額に、同表の左欄に掲げる平成２２

年の総所得金額等の区分に応じ、同表

の右欄に掲げる減免割合を乗じて得た

金額 

平 成 ２

２ 年 の

総 所 得

金額等 

対象保険料額 減免割合 

300万円

以下 

被保険者の保険

料額にその者の

属する世帯の主

たる生計維持者

及び当該世帯に

属する全ての被

保険者につき算

定した平成２２

年の総所得金額

等に占める減少

することが見込

まれる当該収入

に係る平成２２

年の所得金額

（２以上ある場

合はその合計

額）の割合を乗

じて得た額 

10／10 

300万円

を 超 え

400万円

以下 

８／10 

400万円

を 超 え

550万円

以下 

６／10 

550万円

を 超 え

750万円

以下 

４／10 

750万円

を 超 え

1,000万

円以下 

２／10 

 

 



 

第２条第

６号に該

当する者 

保険料額に次の表に掲げる減免割合を

乗じて得た金額 

減免割合 

10／10 
 

平成２２年度相当分の保険料額で

あって平成２３年３月１１日以降

に普通徴収の納期限が到来する額

並びに平成２３年度相当分及び平

成２４年度相当分の保険料額であ

って平成２４年４月分から９月分

までの月割算定額。ただし、平成

２４年９月３０日までの間におい

て、その行方が明らかとなった場

合は、明らかとなった日の属する

月の前月までの月割算定額 

第２条第

７号に該

当する者 

保険料額に次の表に掲げる減免割合を

乗じて得た金額 

減免割合 

10／10 
 

平成２２年度相当分の保険料額で

あって平成２３年３月１１日以降

に普通徴収の納期限が到来する額

（特定避難勧奨地点（解除された

場合を含む。）に居住していた者

の保険料を除く。）並びに平成２

３年度相当分（特定避難勧奨地点

（解除された場合を含む。）に居

住 し て い た 者 の 保 険 料 を 除

く。）、平成２４年度相当分、平

成２５年度相当分、平成２６年度

相当分、平成２７年度相当分、平

成２８年度相当分、平成２９年度

相当分、平成３０年度相当分、令

和元年度相当分、令和２年度相当

分、令和３年度相当分、令和４年

度相当分、令和５年度相当分及び

令和６年度相当分の保険料額であ

って、第２条第７号に規定する指

示又は特定があった日の属する月

以降の月割算定額。ただし、平成

２３年４月２２日に当該指示が解

除された地域に住所を有していた

者については、平成２２年度相当

分及び平成２３年度相当分の保険

料額であって、当該指示があった

日の属する月分から平成２３年６

月分までの月割算定額 



 

第２条第

８号に該

当する者 

保険料額に次の表に掲げる減免割合を

乗じて得た金額 

減免割合 

10／10 
 

平成２２年度相当分の保険料額で

あって平成２３年３月１１日以降

に普通徴収の納期限が到来する額

（特定避難勧奨地点（解除された

場合を含む。）に居住していた者

の保険料を除く。）並びに平成２

３年度相当分（特定避難勧奨地点

（解除された場合を含む。）に居

住 し て い た 者 の 保 険 料 を 除

く。）、平成２４年度相当分、平

成２５年度相当分、平成２６年度

相当分、平成２７年度相当分、平

成２８年度相当分、平成２９年度

相当分、平成３０年度相当分、令

和元年度相当分、令和２年度相当

分、令和３年度相当分、令和４年

度相当分、令和５年度相当分及び

令和６年度相当分の保険料額であ

って、第２条第８号に規定する指

示又は特定があった日の属する月

以降の月割算定額 

第２条第

９号に該

当する者 

保険料額に次の表に掲げる減免割合を

乗じて得た金額 

減免割合 

10／10 
 

令和２年度相当分の保険料額であ

って、第２条第９号に規定する指

示又は特定があった日の属する月

以降の月割算定額。ただし、上位

所得層の者の令和２年度相当分の

保険料額は、令和２年４月分から

９月分に相当する月割算定額 

第２条第

10号に該

当する者 

保険料額に次の表に掲げる減免割合を

乗じて得た金額 

減免割合 

5／10 
 

令和５年度相当分の保険料額 

第２条第

11号に該

当する者 

保険料額に次の表に掲げる減免割合を

乗じて得た金額 

減免割合 

10／10 
 

令和５年度相当分の保険料額であ

って、令和５年４月分から９月分

に相当する月割算定額 



 

第２条第

12号に該

当する者 

保険料額に次の表に掲げる減免割合を

乗じて得た金額 

減免割合 

5／10 
 

令和６年度相当分の保険料額 

第２条第

13号に該

当する者 

保険料額に次の表に掲げる減免割合を

乗じて得た金額 

減免割合 

10／10 
 

令和６年度相当分の保険料額であ

って、令和６年４月分から９月分

に相当する月割算定額 

第２条第

14号に該

当する者 

広域連合長が別に定める額 広域連合長が別に定める保険料 

 


